
受　講

養成施設において受講開始

・事前着手承認申請書

養成施設へ受講料等の支払い 承認、通知

（養成施設から領収書受領）

・誓約・同意書

　　　　　　（資格取得後）

・保育士証の写し

受　領

・交付申請書（様式第２）

・完了報告書（様式第４）

・収支決算（見込）書

・雇用証明書

・所要額内訳表（様式第３）

　資格取得後、対象施設に

　１年以上勤務

・請求書

受理、確認、支出処理

補助金交付

受理、確認・実施計画書（様式第１）

受講希望 受講者の意思確認

申請者（対象となる施設）受講者（対象となる方） 鹿児島市

鹿児島市保育士資格取得支援事業　補助金交付までの流れ


